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東振協メンタルヘルス事業（無料）の
ご案内

被扶養者の異動
春は異動の多い時期です。健康保険の手続きはお済みですか?

　平成30年度より新規事業として、東振協「メンタルヘルス支援サービス事業」を実施しております。
　悩み事、ストレス、一人で解決できない問題等を専用窓口にて電話やWEBなどで臨床心理士または産業カウン
セラーに相談にのってもらうことができます。
　オプションサービスとして対面相談・教育セミナー・精神科医セカンドオピニオン・臨床心理士コンサルティング
などがありますので、ぜひ、ご利用下さい。

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師
の施術に係る療養費に関する受領委任制度の
導入について

　平成31年6月施術分より「はり、きゅう及びあんまマッサージ指圧施術療養費」の支払いについて受療委任制
度を導入いたしました。

　平成31年6月以降に、施術所ではり・きゅうやマッサージの施術を受けられる際は、以下の点にご注意くだ
さい。

　療養費は、原則償還払い（一度、患者が医療費の10割を負担し、保険者への申請により保険給付分が払戻し
される）ですが、受療委任制度の導入により、登録された施術者は患者に代わり保険給付分を保険者に請求でき
るため、患者の施術所窓口での負担は、一部負担金（3割又は2割）のみとなります。これまでと変らず施術を受け
ることができます。

高額療養費つなぎ資金・
出産費資金の貸付制度廃止
について

　当健保組合では現在、被保険者が高額な医療費や出産費用の支払いを必要とした場合は、一定額を無利
息で貸付が受けられる、高額療養費つなぎ資金貸付・出産費資金貸付制度を利用することができます。
　しかしながら現在は、高額療養費つなぎ資金貸付制度を利用することなく、限度額適用認定証を保険者
に発行してもらって保険医療機関に提出することにより、高額療養費分が窓口での負担がなくなることにな
ります。
　また、出産費資金貸付制度についても直接支払制度または受取代理人制度を利用することにより、出産
費資金貸付制度を利用する必要がなくなっていますので、両制度については3月31日をもって廃止とさせて
いただきます。

　ご家族（被扶養者）の方が、就職や収入が増えた時は、健康保険の扶養からはずす手続きをする必要が
あります。該当される方がいらっしゃる方は、すみやかに手続きをして下さい。

重要なお知らせ

こんな場合は扶養からはずれます 扶養からはずれるときの手続き
就職したとき
パート収入や年金収入が増えたとき

離婚したとき
結婚して配偶者の扶養に入ったとき
同居が条件の扶養していた人と別居になったとき
扶養している人へ仕送りをやめたときや、仕送り額が少なく
なったとき
雇用保険から失業給付を受けるとき
75歳になったとき（後期高齢者医療制度に加入）　　　など

●被扶養者（異動）届
●健康保険証（扶養からはずれる人
　の分）

手続きは自動的に行われません。
会社のご担当者を通じて、すみや
かに次の書類を健康保険組合ま
で提出してください。

年間収入が130万円（ひと月あたり108,333円）以上、60歳以上または障が
い者は180万円（ひと月あたり150,000円）以上見込まれるとき。適用拡大
により短時間労働者の被保険者となった場合は、被扶養者からはずれること
になります。

＊75歳になったときは事前に後期高齢者
医療制度への加入について健康保険組
合からご案内いたしますので、上記の手
続きもお願いします。

風疹の検査・予防接種について

　風疹の検査・予防接種については、みなさまがお
住いの各市区長村等において無料（又は一部負
担）で受けることができます。
　実施方法については、各市区町村で異なります
ので、お住いの市区町村ホームページ等でご確認
下さい。

フリーダイヤル ※携帯電話可0120-783-112
平日 午前9時30分～午後9時30分
土日 午前11時～午後7時 ＊日・祝日、年末年始を除く

電話相談専用

●受療委任制度とは

●はり、きゅう及びマッサージの施術を受ける皆様へ

①施術所で施術を受けた時は、必ず領収証を受け取り大切に保管しましょう。

②療養費の支給申請書に押印する際は、施術を受けた日付や施術内容・金額を確認のうえ押印しま
しょう。

③はり、きゅう及びマッサージの施術を受け療養費を申請する場合は、文書による医師の同意が必要で
す。初めて施術を受ける方や、同意期間を超えて施術を受ける方は、必ず医療機関を受診し同意書の
交付を受けてください。

※交付された領収証は失くさずに保管してください。また、必要であれば、一部負担金の明細書を発行してもらうこ
ともできます（発行手数料はかかりません）。

患者

窓口での支払額
（一部負担金） 療養費の支払い
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